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１ 意義 

学術、文化、経済など様々な分野でグローバル化が進展している中、東京が、将来にわたり発展

していくためには、多様な文化を受け入れ、東京に暮らす全ての人々が分け隔てなく自己の能力を

発揮できる社会を作り上げていく必要がある。これはまた、年齢、国籍、文化の違いや障害の有無

などに関わらず、あらゆる人々が互いの人権を尊重し合い、共に力を合わせて生活する共生社会を

実現していくことでもある。 

こうした時代を生きるこれからの子供たちには、自己を確立しつつ、他者を受容し、多様な価値

観を持つ人々と協力・協働しながら課題を解決する力が求められる。また、多くの外国人と交流す

る機会が増えていく中、臆せず積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や日本人としての

アイデンティティをしっかり持ち、豊かな国際感覚を醸成する必要もある。 

しかしながら、「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」（平成 25 年内閣府）では、自尊感

情に関わる肯定的な回答の割合や、ボランティア活動に興味があると回答した割合が、諸外国と比

べ低いという結果が表れている。また、「若者の海外留学促進実行計画」（平成 26 年内閣府）によ

れば、中国をはじめとする諸外国では、海外へ留学する学生等は増加する傾向にある一方、我が国

においては、その数は、平成 16（2004）年の約 83,000 人から平成 23（2011）年には約 58,000 人

へと３割近く減少している。 

このように、今後子供たちに求められる姿と現状との隔たりは、我が国の初等中等教育の大きな

課題の一つである。 

これまで、オリンピック・パラリンピックは、開催都市と国に大きな社会変革をもたらし、とり

わけ若者や子供たちを鼓舞し、勇気と感動を与えてきた。オリンピック憲章では、オリンピズムは、

肉体と意志と精神の全ての資質を高め、バランスよく結合させる生き方の哲学であり、スポーツを

文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するものであるとしている。そして、その目的は、人

間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会を奨励することを目指し、スポーツを人類の調和のとれた

発展に役立てることにある。 

これらは、豊かな情操と道徳心、自主・自律の精神、公共の精神、伝統や文化を尊重し、我が国

と郷土を愛するとともに、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことなどを定める教育基本

法の「教育の目標」や学習指導要領の理念にも相通ずるものである。 

このため、東京都教育委員会は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京 2020 大会」という。）を、子供たちの人生にとってまたとない重要な機会と捉え、「東京都オリ

ンピック・パラリンピック教育」(以下「本教育」という。)を全校で展開することとする。これに

より、東京都の児童・生徒の良いところを更に伸ばし、弱みを克服するための取組を確実に推進し、

国際社会に貢献し、東京、そして日本の更なる発展の担い手となる人材を育成していくとともに、

東京 2020 大会の経験を通じ、その後の人生の糧となるような掛け替えのないレガシーを子供たち

一人一人の心と体に残していく。 
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２ 育成すべき人間像 

「オリンピック・パラリンピックの価値・精神」及び「東京 2020 大会ビジョン」等を踏まえ、

本教育を通じ、次のような人間の育成を目標とする。 

(1) 自己を肯定し、自らの目標を持って、自らのベストを目指す意欲と態度を備えた人間 

 (2) スポーツに親しみ、知・徳・体の調和のとれた人間 

 (3) 日本人としての自覚と誇りを持ち、自ら学び行動できる国際感覚を備えた人間 

 (4)  多様性を尊重し、共生社会の実現や国際社会の平和と発展に貢献できる人間 

 

３ 基本的視点 

教育活動を進めていくに当たり、重視すべき視点を次の３点とする。 

(1) 全ての子供が大会に関わる 

全ての子供が、発達段階や興味・関心に応じて、オリンピック・パラリンピックに何らかの

形で関わり、それらを通して、オリンピック・パラリンピックの価値や意義を学ぶ。 

(2) 体験や活動を通じて学ぶことを重視する 

     子供たちがオリンピック・パラリンピックについての知識を習得するだけでなく、実際に体

験や活動することを通じて学びを深めていく。 

(3) 計画的・継続的に教育を展開する 

     現在の小学校第５学年が大会時には高校第１学年となり、現在の中学校第２学年は高校を卒

業して１年目の年を迎えるなど、東京２０２０大会と、更にその先を見据え、計画的・継続的

に教育を展開していく。 

 

４ 対象 

都内全ての公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校及び特別支

援学校を対象とする。 

 

５ 期間 

本教育を実施する期間は、平成 28（2016）年度から平成 32（2020）年度までの５年間とする。 

なお、本教育に係る活動は、平成 32（2020）年度末をもって終了させるものではなく、引き続

き発展させながら、継続できる活動とする。 

 

６ 段階的な取組の推進 

本教育は、東京 2020 大会の開催までの５年間をかけて、段階的に深化・拡充させる。（資料１

参照） 

(1) 準備期間［～平成 28（2016）年８月］ 

平成 28（2016）年リオデジャネイロ大会終了までを、本教育を本格的にスタートさせる前の

準備期間として位置付ける。 
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(2) 第Ⅰフェーズ [平成 28（2016）年９月～平成 29（2017）年] 

平成 28（2016）年リオデジャネイロ大会終了後を、各学校が、後述する基本的な枠組みに基

づき、ボランティアマインドの醸成や障害者理解教育の促進など、本教育を本格的に開始する

期間として位置付ける。 

 

(3) 第Ⅱフェーズ [平成 30（2018）年～平成 31（2019）年] 

東京 2020 大会を２年後に控えるこのフェーズでは、オリンピック・パラリンピック参加予定

国・地域（以下「大会参加予定国」という。）への理解・交流等を深めていくとともに、障害者

理解やボランティア活動などの取組を一層活発化させる期間として位置付ける。 

 

(4) 第Ⅲフェーズ [平成 32（2020）年以降] 

開催年である平成 32（2020）年は、選手村での歓迎イベントや競技会場での観戦・応援、大

会ボランティアや観光客等をサポートする都市ボランティアへの参加、文化プログラムやライ

ブサイトなど大会関連イベントへの参加など、大会や関連事業を直接・間接に、子供たちが支

え、体験する取組を行い、本教育のピークとする。 

また、大会終了後は、５年間にわたる本教育を統括した上で、この間に培ってきたノウハウ、

ネットワークなどを生かしつつ、引き続き有効な取組を継続していく。 

 

７ 取組に当たっての基本的枠組 

本教育は、「オリンピック・パラリンピックの精神」と、オリンピック・ムーブメントの３つの

柱「スポーツ」、「文化」、「環境」を合わせた４つのテーマを設定し、「学ぶ（知る）」「観る」「する

（体験・交流）」「支える」の４つのアクションを組み合わせた多彩な取組（以下「４×４の取組」

という。）を行う。 

 

 

＜図１＞「４×４の取組」の展開イメージ 
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(1) ４つのテーマの意義 

① オリンピック・パラリンピックの精神 

オリンピック・パラリンピック競技大会の究極の目標である「平和でより良い世界の構築

に貢献すること」は、教育基本法及び学校教育法における「教育の目標」とも通ずるもので

ある。特に、卓越、友情、敬意／尊重の３つの中心的価値を実現することを目指すオリンピ

ックの精神（オリンピズム）と、勇気、決断力、平等、鼓舞の４つの中心的価値を具現化す

るパラリンピックの精神は、「人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培う」「豊かな心を

育む」ことを目標とする道徳をはじめとした学校教育との親和性が非常に高い。 

このため、オリンピック・パラリンピックの精神や意義は、本教育全体を貫く基本理念と

捉え、全ての教育活動に関連付けて取組を展開する。 

 

② スポーツ（オリンピック競技、パラリンピック競技・障害者スポ－ツ） 

スポーツを人類の調和のとれた発展に役立てることはオリンピック精神の目的とされてお

り、スポーツは正に人間の知・徳・体の均衡のとれた総体としての発達・形成にとって不可

欠なものである。こうしたスポーツの意義や精神を学ぶことは、保健体育・体育科の目標の

実現にもつながる。 

更には、障害者スポーツの体験や特別支援学校の児童・生徒と公立小・中・高校生との交

流などを通じ、障害者理解教育を充実させる。 

 

③ 文化（日本文化、国際理解・交流） 

東京 2020 大会を通じて、我が国で長い年月を経て育まれた伝統・文化や、いわゆる「クー

ルジャパン」と呼ばれる現代の文化や技術のすばらしさを、次代を担う子供たちに伝える。 

また、東京 2020 大会に向けて外国人との交流機会が飛躍的に増大することを活用し、異文

化に対する理解を深め、異なる文化を持つ人々と認め合い、広い視野を持ち共に生きる態度

などを育成する。 

 

④ 環境（持続可能な開発のための教育 ＥＳＤ：Education for Sustainable Development） 

近年、国際オリンピック委員会は、環境保全を重視し、その徹底を図る取組等を推進して

いる。 

また、ユネスコにおいては、将来にわたって安心して生活できる持続可能な社会の実現に

向けて取り組むための教育（ＥＳＤ）を提唱している。 

こうした動向を踏まえ、オリンピック・パラリンピックを通じて環境問題について学習す

ることにより、次代を担う子供たちが、自主的・積極的に環境保全活動に取り組み、世界の

人々と協調し共存できる持続可能な社会の担い手となるよう取り組む。 
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(2)  ４つのアクションの意義 

子供たちに、４つのテーマについて学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を

習得させる（「学ぶ（知る）」）。 

その上で、子供たち自身が、興味・関心を持ち、自ら抱いた疑問や課題を解決するためには、

実際に観たり（「観る」）、体験や交流をしたりする（「する（体験・交流）」）といった活動を重

視する。 

さらには、５年間かけて、子供たちに何らかの形で大会を支えていこうという意識を醸成し、

できるだけ多くの子供たちが大会や関連事業を直接・間接に支える取組を行っていく。この５

年間のプロセスにより、スポーツ、文化、福祉、環境等多くの分野で地域や社会を「支える」

活動を通じ、子供たちに、ボランティアマインドや社会貢献の心を醸成することを目指し、４

つのテーマを横断して取り組むものとする。 

これら４つのアクションにより、４つのテーマにアプローチすることで、多彩な教育活動を

展開する。 

 

８ 学習・教育活動の進め方 

(1) 各学校において、本教育を展開するに当たっては、当該校の特色及び校長の経営方針等に基

づき、年間指導計画を作成し、年間 35 時間程度を目安とし、学校全体で組織的・計画的に実践

する。 

(2) 本教育は、これまで行ってきた各学校における様々な教育実践を踏まえ、オリンピック・パ

ラリンピックに関連付けて行うことを基本とする。 

(3) オリンピック・パラリンピックは、教材の宝庫であるため、特定の教科等に偏ることなく全

ての教育活動で展開する。 

(4) 子供たちを対象として行う本教育活動には、保護者や地域住民の参加を促す取組や、学校と

家庭とが連携できる学習方法などを積極的に取り入れる。 

(5) 学習の効果をより高めるために、東京都教育委員会が発行するオリンピック・パラリンピッ

ク学習読本（以下「学習読本」という。）や映像教材をはじめ、アスリート等の伝記やエピソー

ドを紹介した書籍・情報等の補助教材を十分に活用する。 

(6) オリンピアン、パラリンピアン、アスリート、スポーツ指導者、1964 年東京大会を体験した

地域の方々と直接交流する機会の設定に努める。 

(7) 国際理解教育や国際交流を進める際には、学校の特色や地域の特性を踏まえ、関係機関や関

係者との連携を深めるとともに、伝統芸能・文化の学習や地元の史跡・郷土資料館等の活用を

通じて、その魅力を自ら発信できるような取組に努める。 

(8) 学習指導要領に基づき、我が国の国旗・国歌について、その意義を理解させ、これを尊重す

る態度を育てるとともに、諸外国の国旗・国歌についても同様に尊重する態度を育てる。 
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９ 重点的に育成すべき５つの資質 

多彩な「４×４の取組」を展開することで、子供たちに多くの資質・能力を身に付けさせること

が可能となるが、特に次の５つの資質については、重点的に育成する。 

(1) ボランティアマインド 

少子高齢化が一層進むこれからの時代にあっては、社会に貢献しようとする意欲や他者を思

いやる心などのボランティアマインドを醸成することは、共生社会の構成員となる子供たちに

とって不可欠な要素である。また、子供たちの自尊感情を高める上でも、ボランティア活動は

非常に効果がある。 

このため、４つのアクションのうち、特に「支える」活動を通じて、発達段階に応じたボラ

ンティアに関わる取組を推進することで、継続的・計画的にボランティアマインドを醸成し、

自尊感情を高めていく。 

 

(2) 障害者理解 

障害の有無にかかわらず、全ての人々が、同じ社会に生きる人間として、互いを正しく理解

し、共に助け合い、支え合って生きていく力を身に付けることは、真の「共生社会」を実現す

る上で非常に重要である。 

このため、障害者理解の学習、障害者スポーツの体験や障害者との交流など、障害者理解を進め

る教育を一層充実させ、多様性を尊重し、障害を理解する心のバリアフリーを子供たちに浸透させ

る。 

 

(3) スポーツ志向 

スポーツは、心と体の健全な発達を促し、人生をより充実したものとすることに寄与するも

のである。とりわけ、利便性の高い生活環境の中で体を動かす機会が減少している東京の子供

たちにとって、スポーツに親しむことは重要である。 

このため、子供たちが、様々なスポーツを体験することにより、フェアプレーやチームワー

クの精神を身に付けるとともに、体力の向上や健康づくりに自ら意欲的に取り組む態度を養い、

心身ともに健全な人間へと成長させる。 

 

(4) 日本人としての自覚と誇り 

東京の子供たちが、世界各国の子供たちと交流し、異文化を尊重しつつ、積極的にコミュニ

ケーションをとれるようにするためには、まず、子供たち自身が日本や東京の良さを十分理解

することが極めて重要である。 

また、我が国には礼節を重んじ、他者を思いやり、マナーを守り、助け合って生活する国民

性がある。こうした規範意識、公正・公平な態度や公共の精神などを改めてしっかりと身に付

けることにより、自分を見つめ直し、日本人としての自覚と誇りを持てるような教育を進める。 
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(5) 豊かな国際感覚 

東京 2020 大会に向け、東京に世界中から多様な人々が集まり、子供たちが外国語で交流する

機会も増える。 

このため、子供たちが世界で通用する英語力を身に付けることはもとより、相手の意図・考

え方を的確に理解し、世界各国の人々と臆せず積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度を育成するとともに、豊かな国際感覚を醸成し、世界の多様性を受け入れる力を身に付ける

教育を進めていく。 

 

10 ５つの資質を伸ばすための４つのプロジェクト 

重点的に育成すべき５つの資質を伸ばすために、主に以下の４つのプロジェクトを推進する。

各学校においては、これらのプロジェクトを活用することにより、それぞれの状況に応じて、日

常的に行っている独自の取組を更に活性化させていく。 

 (1) 東京ユースボランティア 

この取組は、各学校が取り組んできた社会奉仕の精神を養う取組を充実・拡大させていくも

のであり、子供たちのボランティアマインドを育むとともに、自尊感情を高めていくために、

発達段階に応じて、ボランティア活動を計画的・継続的に行うものである。 

 

【具体的取組例】 

・ 地域清掃、地域行事、地域防災活動、スポーツ大会、障害者・高齢者施設等でのボラ

ンティア等 

 

 (2) スマイルプロジェクト 

この取組は、「共生社会」の実現に向け、子供たちに、お互いの人格や個性についての理解

を深め、自ら主体的に関わる方法を考えさせ、思いやりの心を育成するものであり、これまで

各学校で行ってきた思いやりの心を育てる取組や、障害の有無にかかわらず、子供たちの相互

理解を図る教育を充実・拡大するものである。 

【具体的取組例】 

・ 障害者スポーツの観戦や体験等 

・ 特別支援学校や特別支援学級の児童・生徒と小・中・高校生との交流 

・ 高齢者介護施設や障害者施設の訪問、障害のある人が感じる不便や不安を直接体感する

体験活動、障害者アートの鑑賞等 

 

 

 

 

 



8 
 

(3) 夢・未来プロジェクト 

この取組は、オリンピアンやパラリンピアン等のアスリート等を学校に派遣し、直接交流を

実施することにより、児童・生徒がオリンピック・パラリンピックのすばらしさを実感できる

ようにするとともに、スポーツへの関心を高め、夢に向かって努力したり困難を克服したりす

る意欲を培うために現在実施している取組であり、今後、全校展開に伴い充実・拡大するもの

である。 

 

(4) 世界ともだちプロジェクト（ Global Friendship Project ） 

この取組は、世界には多くの国があり、その国の様々な人種や言語、文化、歴史などを学ぶ

ことを通して、単に知識を広げるだけではなく、世界の多様性を知り、様々な価値観を尊重す

ることの重要性を理解するものである。 

具体的には、東京都都教育委員会が、区市町村教育委員会及び都立学校に対し、五大陸のバ

ランスを考慮した参加予定国５カ国を一つのグループとする国割表を提示する。これを受け、

各学校では、大会参加予定国を幅広く学び、可能な限り実際の交流へと深化させていく活動を

行う。 

この際、これまで地域・学校が築いてきた姉妹都市や姉妹校等のつながりも生かした教育を

展開するものとする。 

また、留学生が多く、多様な国籍の人々が住み、大使館が集中している等の東京の特性を生

かした国際交流も実施する。 

【具体的取組例】 

・ 地域の留学生や外国人、インターナショナルスクール、大使館等と交流 

・ 手紙、メール、直接交流等により海外の姉妹校等と交流 

 ・ 一部の学校は、選手団との交流、歓迎行事への参加等 

 

11 オリンピック・パラリンピック教育の３つのレガシー 

 これまで述べてきた本教育は、東京 2020 大会後のレガシーを見据えた取組にしていくことが重

要である。大会を通じて、以下の３つのレガシーを、価値あるものとして形成していく。 

(1) 本教育に関わる体験や活動を通して、子供たち一人一人の心と体に、人生の糧となる掛け替

えのないレガシーを残していく。 

(2) 今後５年間で蓄積されるノウハウや人的ネットワーク等を活用し、学校における多様性への

理解、国際交流、伝統・文化理解、ボランティア等などの取組を、大会後も長く続く教育活動

として発展させていく。 

(3） ボランティアマインドの醸成や障害者理解の取組を家庭や地域へ波及させ、子供たちだけで

なく、家庭や地域を巻き込んだ取組にすることにより、大人たちのボランティアマインドや障

害者理解を高め、ひいては共生・共助社会の形成につなげていく。 
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＜図２＞ オリンピック・パラリンピック教育（ボランティア、障害者理解） 

のレガシーのイメージ －共生・共助社会の実現－ 

 

 

 

12 各学校におけるオリンピック・パラリンピック教育の推進を支えるために東京都教

育委員会が実施する支援策 

(1) 学習教材の作成等子供たちの学習活動を支える取組の充実 

子供たちの自発的な学習を促すとともに、体験や活動を重視した取組ができるよう、「４×４

の取組」の具体的な内容を盛り込んだ学習読本や映像教材、教材を実際に活用する教員向けの

指導書、優良な指導事例などを集めた実践事例集など子供たちの学習を支える学習教材等を作

成・配布する。 

また、ボランティアや障害者スポーツ等の体験が充実するとともに、子供たちが自主的に活

動に取り組めるような仕組みを構築する。 
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(2) 教員研修の充実 

子供たちへの教育効果を高めていくには、教員自らが、オリンピック・パラリンピックの歴

史や意義、価値について学ぶとともに、オリンピアン・パラリンピアンに加え、大会を支える

人々の努力や生き方を学ぶなど、オリンピック・パラリンピックを多面的に知ることも重要で

ある。こうした観点から、今後、教員研修を更に充実させ、教員の指導力の向上を図る。 

また、障害者スポーツの実技研修会や、授業計画を立案するためのグループワーク等を取り

入れた指導法等に関する研修を実施する。 

 

(3) 教育をサポートするウェブサイトの構築 

都内の各学校の本教育をサポートするため、教員や子供たちが利用できるウェブサイトを構

築する。 

このサイトは、本教育における取組を世界に発信するとともに、学校や子供たちの国際理解・

交流を支援するような仕組みも兼ね備えたものとする。 

 

(4) 学校を支援するコーディネート機能の構築 

国際交流、障害者理解や障害者スポーツの体験等、ボランティアマインドの計画的な育成な

どの取組について、関係団体とのつなぎや調整などの役割を担い、学校や区市町村教育委員会

が推進する本教育を支援するための仕組みを構築する。 

 

 (5)  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会や関係機関との連携・

協働 

本教育を充実させ、子供たちにとっての有意義な学習・体験の場が広がるよう、東京都、国、

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の関係部署やその他関係

機関と密接な連携・協働を図っていく。 

また、関係機関と連携し、障害者スポーツの理解促進と普及啓発を図るために必要な環境整備

を行う。 

 

 ※ 支援策については、今後、本教育の実施状況等を踏まえつつ、必要に応じて追加・強化策等を

検討していく。 
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【資料１】段階的な推進 －準備期と３つのフェーズ－ 

 
※ 東京２０２０大会に向け、オリンピック・パラリンピック教育を「４×４の取組」で実践する

とともに、準備期と、更に段階的に３つのフェーズに分けて展開する。大会開催時には、大会に

直接・間接に関わる「観る」「する（体験・交流）」「支える」に収れんさせていく。 
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【資料２】 「４×４の取組」の具体的な実践例 
 

 
学ぶ 

（知る） 
観る 

する 

（体験・交流） 
支える 

オリンピック・ 
パラリンピック
の精神 

○ 歴史、意義、人

物、国際親善や

世界平和に果た

し て き た 役 割

等、オリンピッ

ク・パラリンピ

ックの精神や価

値 に つ い て 学

ぶ。 

（各教科、道徳、

特活、総合） 

○ マイルストーンイベント（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関わる特

別日に開催される行事）の機会や、教育庁、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟ

ｯｸ準備局、組織委員会等が主催する行事に参加し、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸへの理解を深める。（総合、特活） 

○ リオデジャネイロ大会期間中のライブサイトに参加した

り、その運営をボランティアとして支えたりする。（総合） 

○ 1964年当時の資

料映像等を鑑賞

し、大会がもたら

す社会への影響等

について学ぶ 

（社会、総合） 

○ 子供たちが学習した成果を、被災地

をはじめ各地の子供たちに、交流や展

示等を通じて披露し、大会への気運を

醸成する。 

（総合） 

ス
ポ
ー
ツ 

オリンピ
ック競技 

○ 陸上競技が、古

代オリンピック、

近代オリンピック

競技大会で主要な

競技として発展し

た成り立ちを学

ぶ。 

（保健体育） 

○ 運動会や体育祭をオリンピックに関

連付けて企画したり、外部指導者を招い

てオリンピックの各種目を体験したり

することなどにより、体育授業の充実を

図り、体力向上を図る。 

（保健体育、特活） 

＜異校種間の連携

＞ 

○ 中学生が小学

生のスポーツ

活動や運動会

をサポートす

る。（特活） 

○ 高校生が中学

校の部活動を

サポートする。 
パラリン
ピック 
競技・ 
障害者 
スポーツ 

○ パラリンピッ

クの歴史、意義、

人物、競技種目等

や、障害者スポー

ツのルールなど

を学ぶ。（総合） 

○ 外部指導者を招いてパラリンピック

の各種目や障害者スポーツを体験した

り、体育授業の充実を図ったりすること

などにより、障害者理解を促進するとと

もに、体力向上を図る。 

（保健体育、特活） 

文
化 

日本 
文化 

○ 東京や郷土の

伝統文化・芸能を

学ぶ。（国語、社

会、音楽、道徳、

外国語、総合） 

○ 外部人材や民間芸術文化団体と連携

し、東京や日本の伝統文化・芸能等を鑑

賞するとともに、実際に体験することに

より、深く理解する。（特活、総合） 

○ 「おもてなし

親善大使」育成

塾（中・高校生）

や「外国人おも

てなし語学ボラ

ンティア育成講

座」（高校生）等

の各種講座等に

参加し、東京の

魅力への理解を

深め、おもてな

しの心や態度を

身に付ける。 

国際理解 
・交流 

○ 世界の国々の

歴史・文化・芸能

等の特徴や多様

性を学ぶ。 

（社会、音楽、道

徳、外国語、総合

など） 

○ 海外の学校や団体と様々な文化交流

を進める。（総合） 

○ 地域や近隣の大学等と連携し、在日外

国人や留学生等との交流により、日本の

良さを発信する。（社会、外国語、総合） 

環境 
（持続可能性） 

○ 大会の歴史と環

境、大会で使われ

る環境テクノロジ

ーなど、オリンピ

ックと環境との関

わりについて学

ぶ。（国語、社会、

道徳、総合など） 

○ 環境分野で先進的な取組を行う企業が

主催する展示会や工場の見学・体験などを

通じて、日本の最新の環境テクノロジーを

学ぶ。（社会、総合） 

○ 東京２０２０大会の会場予定地・周辺

等を見学し、大会運営や街づくりにおけ

るバリアフリーへの対応を学ぶ（社会、

総合、特活） 

○ 地域の美化活

動、ゴミ減量、

節電、リサイク

ル活動等を通

じて、環境を守

ることへの意

識 を 高 め る 。

（総合、特活） 

[注] 「総合」は「総合的な学習の時間」を、「特活」は「特別活動」を示す。 

以下、同じ。 
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【資料３】ボランティアマインドを醸成する具体的実践例 

 小学生 中学生 高校生 

平

成

28

年

度 

学ぶ 

(知る) 

○ 思いやりの心を届

けよう    

（道徳） 

相手の置かれてい

る状況や困っている

こと、悲しい気持ちで

いることなどを自分

のこととして想像す

ることを通して、相手

の気持ちを考える行

動について理解を深

める。 

○ 避難所運営で何が

できるか考えよう 

（総合、特活） 

  保 護 者 や 地 域 の

方々と一緒に、避難所

運営計画を作成し、地

域の方々と関わるこ

との大切さを実感す

るとともに、地域の一

員として貢献したい

という意識や態度を

身に付ける。 

○ 大会への貢献につ

いて考えよう 

（人間と社会、特活） 

  これまでのオリピ

ック・パラリンピック

の大会運営に取り組

んできた方からの話

を聞き、自分たちの貢

献が大会の成功につ

ながっていくことを

学ぶ。 

支える 

○ 街をきれいにしよ

う     

 （特活） 

「おもてなし講座」

を通して学んだ心や態

度を発揮し、地域の公

園や道路の清掃に参加

する。 

また、地域の方々と

協力し、グリーンカー

テンの栽培や花いっ

ぱい運動に参加する。 

 

○ 歓迎セレモニーの

ボランティアとして

参加しよう  

（特活） 

地域行事やスポー

ツ大会の運営等にボ

ランティアとして参

加し、運営の仕方やお

もてなしについて学

び、歓迎セレモニーの

ボランティアで実践

する。 

○ 各種のスポーツ関

連イベントにボラン

ティアとして参加し

よう 

  （人間と社会、特活） 

  リオデジャネイロ大

会時に東京で行われる

イベントにボランティ

アで参加したり、被災

地における選手団との

交流会等のイベントを

サポートしたりする。 

     

 
小学校６年生 

～高校１年生 

高校２年生 

～19 歳 
20～22 歳 

平

成

32

年

度 

目指す 
児童・ 
生徒像 

地域清掃 

街中緑化（植栽の管理等） 

空港や観光名所での案内 

選手団の歓迎や式典でお

もてなしを実践 

大会ボランティア 

都市ボランティア 

学生・社会人として 

大会ボランティアを 

はじめ、各種のボラン 

ティアに従事 

被災地復旧復興ボラン 

ティアへの参加 

[注] 幼稚園、特別支援学校については、上記内容を参考に、幼児・児童・生徒の実態

に応じた実践を行うものとする。 

以下、同じ。 
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【資料４】障害者理解を促進する具体的実践例 

 

 
小学生 中学生 高校生 

学ぶ 

(知る) 

○ 障害者スポーツを知
ろう    

（道徳） 
パラリンピアンが全

力を出し切り努力する
話を聞き、障害者スポ
ーツへの理解を深める
とともに、勉強や仕事
をやり遂げる大切さに
ついて考えを深める。 

○ 障害者スポーツへの
理解を深めよう   

（総合） 
パラリンピック競技

大会の概要（歴史、意
義、人物、競技種目等）
について調べ、障害者
スポーツに関わる話や
交流等を通じて、互い
を理解する心を育て
る。 

○ 障害者スポーツへの
理解を深めよう 
（総合、保健体育） 
パラリンピアンを学

校に招き、障害者スポ
ーツ・パラリンピック
の醍醐味や選手の卓越
した能力について学び
理解を深める。 

観る 

○ 障害者スポーツを観
戦しよう  

（総合） 
都内の障害者スポー

ツ大会や関連行事を見
学したり、選手にイン
タビューしたりするな
どして障害者スポーツ
への理解を深める。 

○ 本物のパラリンピッ
クを伝えよう 

（総合） 
2016 リオデジャネ

イロ大会や 2018 平昌
冬季大会等を観戦し、
パラリンピック競技の
楽しさや迫力を広める
ための模擬ＣＭを作成
し、発表する。 

○ パラリンピックを応
援しよう  

（特活） 
  2016 リオデジャネ

イロ大会や 2018 平昌
冬季大会のパラリン
ピック競技をライブ
サイト等で観戦する
ことを通して、障害者
スポーツへの理解を
深める。 

する 
(体験・交流) 

○ アスリートを招待し
よう    

（特活） 
  運動会にパラリンピ

アン等を招待し、一緒
にパラリンピックの
各種目や障害者スポ
ーツを体験する。 

○ 障害者スポーツを楽
しもう   

（特活） 
特別支援学校の生徒

と共に、障害者スポー
ツを体験したり、交流
したりすることを通し
て互いの理解を深め
る。 

○ パラリンピック競技
を体験しよう 

（特活） 
障害者スポーツ団体

の指導者等と一緒に、
障害者スポーツを体験
し、共に汗を流すこと
により障害者理解を深
める。 
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【資料５】スポーツ志向を高める具体的実践例 

 

 
小学生 中学生 高校生 

学ぶ 

(知る) 

○ オリンピック・パラ
リンピックスポーツ
を知ろう  

（総合） 
  オリンピック・パラ

リンピックで行われ
る競技のルールや歴
史等を調べ、スポーツ
への関心を高める。 

○ 運動やスポーツの 
役割   

（保健体育） 
  体育理論の学習を

通して、運動やスポー
ツには、身体の発達や
その機能の維持、体力
向上、自信の獲得、社
会 性 を 高 め る な ど
様々な効果があるこ
とを理解する。 

○ スポーツへの関わ
り方   

（保健体育） 
  体育理論の学習を

通して、スポーツに
は、ライフステージや
個人のスポーツに対
する欲求に応じた楽
しみ方があることを
理解する。 

観る 

○ 障害者スポーツを
知ろう   

（総合） 
  パラリンピックや

障害者スポーツの映
像を見て、様々なスポ
ーツを体験しようと
いう意欲を持つ。 

○ スポーツ本物体験 
（特活） 

オリンピアン・パラ
リンピアンとの交流
やスポーツ観戦を通
して、卓越性や可能性
を学び、スポーツに進
んで取り組もうとす
る意欲を高める。 

○ オリンピック・パラ
リンピックを見よう 

（保健体育） 
  オリンピック・パラ

リンピックの映像を
見て、スポーツに進ん
で取り組もうとする
意欲を高めるととも
に、多様な価値を学
ぶ。 

する 
(体験・交流) 

○ 目指せ優勝！目指
せフェアプレー賞！ 

（体育） 
態度面を重視した

ボール運動やゲーム
の学習を通して、基本
的な技能を身に付け、
体力を高めるととも
にフェアプレー精神
を身に付ける。 

○ 体験！世界記録 
（保健体育） 

10 秒間走を行い、オ
リンピアンの卓越性
を体感して学習への
意欲を高め、オリンピ
アンの映像から学ん
だ効率的な動きを身
に付け、体力を向上さ
せる。 

 

○ （学校名）オリンピ
ック 
（保健体育・特活） 

  球技の学習のまと
めとして球技大会を
行い、選択したスポー
ツの技能や必要な体
力を高めるとともに、
計画・運営・応援等、
様々なスポーツへの
関わり方を体験する。 

支える 

○ 運動会   
（特活） 

係活動、応援、下級
生への指導などを通
して、人の役に立つ喜
びを味わう。 

○ スポーツの楽しさ
を教えてあげよう  

 （特活） 
小学生の部活動体

験やスポーツ指導等
を通して、社会貢献の
良さを味わう。 

○ スポーツ大会ボラ
ンティアをしよう 

  各種スポーツ大会
などにボランティア
や審判として関わり、
地域に貢献する良さ
を味わう。 
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【資料６】日本人としての自覚と誇りを高める具体的実践例 

 

 
小学生 中学生 高校生 

学ぶ 

(知る) 

○ 和紋様の手ぬぐい    
（図画工作） 

   東京の「粋」の心や
日本の文化を伝えるた
めに、東京染小紋を鑑
賞し手ぬぐいの作成方
法を学ぶ。 

○ 地域の特産品のよさ
を学ぼう（社会） 

  地域の特産品の生産
の様子を調べ、生産して
いる人々の工夫や努力
を理解し、地域への誇り
と愛情を育てる。 

 

○ 「礼儀」の基本を知っ
ていますか？－東京都
道徳教育教材集「心を見
つめて」を活用して－              

（道徳） 
  時と場に応じ、主体

的に適切な言動がとれ
るようにするために、
我が国の伝統的な礼儀
作法について理解を深
めるとともに、他国の
礼儀作法についても理
解する。 

○ 日本の美しさを伝え
よう  

（特活、芸術） 
日本の文化と過去の

大会開催国の民族舞
踊・音楽を比較しなが
ら学び、実際に音楽を
演奏したり、踊りを実
演したりして発表す
る。 

観る 

○ 和楽を鑑賞しよう       
（音楽） 

過去の大会開催国か
ら来日した留学生やア
スリートを招き、一緒
に和楽器を使った演奏
会を鑑賞する。 

○ 国技に触れよう  
（保健体育） 

  「相撲」について、
力士が稽古している様
子を見学したり、取組
を実際に観戦したりす
る。 

○ 日本の祭りを観よう 
（総合、特活） 

  日本の各地域の祭り
について鑑賞したり、
参加したりすること
を通して、日本の伝統
文化を大切にする心
を育む。 

する 
(体験・交流) 

○ 日本の伝承遊び     
（国語） 

日本の伝承遊びの中
から話題を決め、必要
な情報を収集し、来校
した外国の方に分かり
やすく説明する。 

○ 地域の魅力を発見・
発信    

  （総合） 
  フィールドワークや

インタビュー活動を通
して、自ら発見した地
域の魅力を、ＡＬＴ1や
姉妹都市の中学生等に
英語で紹介する。 

○ 日本の伝統文化に触
れよう 

（総合、特活） 
 地域在住の外国人や
留学生と、日本の伝統食
の調理実習や和装の着
付けなどを一緒に体験
し、日本の文化を伝えな
がら、日本人としての自
覚や誇りを身に付ける。 

  

                                                   
1 ＡＬＴ 外国語指導助手 Assistant Language Teacher の略 
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【資料７】豊かな国際感覚を醸成する具体的実践例 

 

 
小学生 中学生 高校生 

学ぶ 

(知る) 

○ 知ろう、学ぼう世界の

国々    （総合） 

世界の国々のスポー

ツ、歴史、文化、自然、

食べ物、建物、言語等

について調べ、発表す

る（クイズ大会を開

く）。 

○ 「おもてなし」につ

いて考えよう（総合） 

  茶道体験において、

もてなしを受けること

を通して「おもてなし」

とは何かを学ぶ。 

○ 知ろう、学ぼう世界

の国々（社会、総合） 

各国について調べた

上で、大使館の職員や

留学生等を招き、各国

の特徴や文化などにつ

いて講話をしてもら

い、理解を深める。 

○ 「おもてなし」の心

を学ぼう  （総合） 

日本や郷土の歴史・

文化、風習等を学習し、

日本人らしい考え方や

もてなしの仕方を学

び、英語でプレゼンテ

ーションを行う。 

観る 

○ 身近な地域にある世界

界の文化に触れよう 

（音楽、図工、特活） 

  地域在住の留学生

や外国人、国際団体、

スポーツクラブ、芸術

団体を招き、世界の文

化、スポーツ、芸術等

の実演を見学する。 

○ 日本の技術を観に行

こう 

（社会、総合、特活） 

オリンピック・パラ

リンピックを支える、

世界に誇る日本の中小

企業のものづくりや日

本の最先端技術等を見

学する。 

○ 世界各国の文化・芸

術を鑑賞しよう 

（総合、特活） 

文化プログラム、民

間芸術文化団体や駐日

大使館等と連携し、世

界各国の伝統文化・芸

能等を鑑賞する。 

する 
(体験・交流) 

○ 世界の人々と仲良く

なろう   （総合） 

地域在住の外国人や

留学生、国際団体、駐

日大使館関係者と交流

会を開催する。 

○  世界の伝統料理を味

わおう   （家庭） 

各国の伝統料理を調

べ、地域在住の外国人

や留学生を招き、一緒

に作って味わう。 

○ スポーツで交流しよ

う     （特活） 

外国人アスリート等

を招き、スポーツ交流

会を開催する。 

○ 私の国を紹介します

（社会、外国語、美術、

技術、総合） 

日本の文学、芸術、

食、遊び、先端技術な

どを調べ、外国人に英

語で紹介する。 

 

○ 共同制作に取り組も
う 

 （美術、総合、特活） 
交流国の生徒と、共

同で絵画を制作する。 
 
○ 食文化フォーラムを

開こう（総合、特活） 
ＪＥＴ 2青年や留学

生を招き、互いの国の
伝統・文化、芸能、食
文化などを伝え合う交
流会を実施する。 

 

 

                                                   
2 ＪＥＴ ＪＥＴプログラム（「語学指導等を行う外国青年招致事業」（The Japan Exchange and 

Teaching Programme）とは、外国語教育の充実や地域レベルでの国際交流を推進することを目的とし

て世界各国の外国青年を各地域に招致する、世界最大級の国際交流事業。「一般財団法人自治体国際化

協会（クレア）」が、総務省、外務省、文部科学省と連携し、ＪＥＴプログラムを推進している。 


